
(第 1条 関係 )寒 川町 立小 学校 及び 中学校 の管 理運 営に 関する 規則 新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(休 業日 ) (休 業日 ) 

第 3条  （ 略）  第 3条  （ 略）  

（ 加え る）  2 前項の 規定 にか かわ らず、校長 は、あ

ら か じ め 寒 川 町 教 育 委 員 会 (以 下 「 教 育

委 員 会 」 と い う 。 )の 承 認 を 得 て 、 同 項

第 4号 か ら 第 7号 ま で に 規 定 す る 休 業 日

の 一部 を授 業日と する こと がで きる。  

(振 替授業 ) (振 替授業 ) 

第 4条  校 長は 、次 の各 号の いず れかに 該

当 する 場合 は、授業 日と 休業 日を 又は休

業 日 と 授 業 日 を そ れ ぞ れ 振 り 替 え る こ

と がで きる 。  

第 4条  校 長は 、次 の各 号の いず れかに 該

当 する 場合 は、授業 日と 休業 日を 又は休

業 日 と 授 業 日 を そ れ ぞ れ 振 り 替 え る こ

と がで きる 。  

(1) （略 ）  (1) （略 ）  

(2) 寒川 町教 育委 員会 (以下「教 育委 員

会 」と いう 。 )の承 認を 受け た場 合  

(2) 教 育 委 員 会                     

              の 承認 を受 けた 場合  

2 （略）  2 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

(分 掌組織 ) (分 掌組織 ) 

第 13条  （ 略）  第 13条  （ 略）  

2・ 3 （略 ）  2・ 3 （略 ）  

4  グ ル ー プ を 統 括 す る 者 は 、 第 1 4条 第 1

項 に規 定す る総括 教諭 をも つて 充てる。 

4  グ ル ー プ を 統 括 す る 者 は 、 次 条   第 1

項 に規 定す る総括 教諭 をも つて 充てる。 

5 （略）  5 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

 

 

 

(第 2条 関係 )寒 川町 立小 学校 及び 中学校 の管 理運 営に 関する 規則 の一 部を 改正す る規

則 新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

   附  則     附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 3 1年 5月 6日 か ら 施 行

す る。  

 こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 5月 6日 か ら 施 行

す る。  

 

 



 

(改 正附則 ) 

現 行  改 正案  

    附  則  

  この 規則 は、令和 2年 4月 1日か ら施行 す

る 。ただ し、第 1条中第 13条 第 4項の 改正 規

定 及 び第 2条 の規 定 は、 公 布の 日 から 施行

す る。  

 


